
●異動後の未徴収税額の徴収方法を判断するためのフローチャート

異動後の未徴収税額の徴収方法は普通
徴収（本人納付）としてください。

異動があった月の翌月以降の月割額
の合計額を一括で徴収し、翌月分の
特別徴収税額として他の納税義務者
の納入分と合算して納入してくださ
い。

死亡による退職か
異動が６月１日から12月31日ま
でか

納税義務者から未徴収税額
について一括徴収希望の申
し出があるか

５月31日までに支払われるべき給与又は
退職手当等の額が、異動があった月の翌
月以降の月割額の合計額を超えるか
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